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海外取引法人等に対する調査に係る調査部への支援要請等について

標題のことについては、令和5年6月27日付査調 8-24ほか3課共同「海外取引法人等に対する調査に係る調査部による支援体制の整備（試行）につい

て」指示により、課税部による海外取引法人等に対する調査に際し調査部の海外取引調査ノウハウを活用する際の具体的な実施手続等が定められたところ、

調査部への支援要請等における事務手続について下記のとおり連絡します。

記

1 支援窓口

国際調査管理課の上席国際税務専門官（調査サポート担当） （以下「支援窓口」という。）

2 支援要請｀
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課税総括課、個人課税課、法人課税課（以下「課税部主管課」という。）が調査部へ支援要請を行う際は別紙1「支援要請事案連絡せん」（以下「連絡

せん」という。）、別紙2 「支援要請事案管理表」（以下「管理表」という。）を作成し、検討経緯及び事実関係を証する資料とともに支援窓口宛てにメー

ルで送付する。

なお、法人課税事務提要第3章第2節第 12款「国際税務専門官に対する相談手続等」により相談対象事案としてあらかじめ法人課税課国際税

務専門官に相談している場合は、「相談事案連絡せん」の写し等相談内容が確認できる資料も併せて添付する。

3 対象事案

対象事案は、課税部が実施する次に掲げるもののうち調査を実施するに当たり課税部で1

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

4 支援の可否及び支援形態の連絡

上記2により、課税部主管課から支援要請を受けた支援窓口は、速やかに支援の可否等について検討を行い、連絡せんにより支援の可否及び支援形態

について課税部主管課へ連絡する。

5 支援事案に係る調査結果の連絡

課税部主管課は、支援を受けた事案の処理終了後、速やかに連絡せん（「処理てん末」欄に調査結果が記載されたもの）、管理表（「調査結果」欄に調

査結果を記載したもの）及び参考資料（調査結果の説明書及び争点整理表（作成がある場合に限る。））を支援窓口宛てにメールで送付する。
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支援要請事案連絡せん 別紙 1

要 請 局 要請部署 要担請当部署者
（内線）

調査 対象者 局署整号理番

事 案 区 分 調査着手（予定）年月日

要請年月 日 支援可否回答希望年月日

要 標

題

要 .. 

請

要
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要

請

理

由

内

方

向

性

容

希望する支援形態I I添付資料 I
（単位：千円）

左 記"容U のうち本る件も支房
海る外不取正引所に得係

内に係処理 年月日 1 
処理事績 海る外増取差引所に得係

増差所得 不正所
得

処
法 人税

理

て 申告所得税

ん
消 費税

末

源泉所得税

※支援窓口部署記載欄ピ I 支援形態 I課税部主管課への送付年月日 1

【共通（報告関係）報告関係書類事5年】
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